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平成２７年第１０回 

幸手市教育委員会定例会会議録 

招 集 期 日  平成 27 年 10 月 13 日（火）午前９時 30 分 

開 会 場 所 中央公民館 講座室 

開会の日時・宣告者 平成 27 年 10 月 13 日（火）午前９時 30 分 山 西 実 

閉会の日時・宣告者 平成 27 年 10 月 13 日（火）午後０時 08 分 山 西 実 

出

席 

状

況 

職  名 氏    名 摘 要 職  名 氏   名 摘 要 

教 育 長 山 西 実 出 席 教 育 委 員 深 作 昭 美 出 席 

職 務 代 理  石 井 澄 江 出 席 教 育 委 員 尾島 紗緒里 出 席 

教 育 委 員 赤 川 昌 行 出 席 教 育 委 員 中 根 政 美 出 席 

 書 記：大 竹 孝 典・熊 田 貴 子 

議 

 

事 

 

参 

 

与 

 

者 

職   名 氏   名 職   名 氏   名 

教 育 次 長 大 澤 一 男 総務課・主任  野 村 和 代 

総 務 課 長 木 村 卓 朗 学校教育課・主査 小 沼 由 美 

学校教育課長  森 祥 一 社会教育課・主任 山 下 佳 枝 

社会教育課長  小 川 伸 朗   

学校教育課副参事兼吉田幼稚園長  槇 島 玲 子   

公民館長兼勤労青少年ホーム館長  脇 谷 道 夫   
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会 議 事 件 名 顛             末 

開    会 

午前９時 30 分 

 

日程第１ 

公民館の運営状況等

について 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

前回会議録承認 

 

 

 

日程第３ 

協議事項 

１ 教育委員会制度に

ついて 

 

 

日程第４ 

議  事 

専決報告第６号 

教育長の専決処理に対

する報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 開会を宣する。 

 

公民館長兼勤労青少年ホーム館長 

 公民館の運営状況等について、資料により説明する。 

≪質疑≫ 

赤川委員 

 各館のクラブ数に差があるので、基幹館以外でも増やせる

よう引き続き進めていただきたい。また、利用者の立場に

立った講座の開設や施設の改修に取り組んでいただきた

い。 

 

教育長 

 前回会議録の内容について質問を求める。 

≪質疑≫ 質疑なし。 

≪承認≫ 全員異議なく承認。 

 

総務課長 

 資料により説明する。 

≪質疑≫ 

教育委員会及び事務局 

 意見交換等を行う。 

 

総務課長 

臨時職員及びパート職員の任免（給食栄養士・用務員）に

ついて説明する。 

学校教育課長 

 １ 臨時職員及びパート職員の任免（アフタースクールコ

ーディネーター・教育支援員・ふれあい相談員） 

 ２ 臨時的な県費負担教職員の内申（加配、欠補） 

について説明する。 

学校教育課副参事兼吉田幼稚園長 

 臨時職員及びパート職員の任免（保育補助、バス添乗員、

用務）について説明する。 

社会教育課長 

 臨時職員及びパート職員の任免（文化歴史事務、公民館事
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日程第５ 

行政報告 

１ 教育長報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事務局からの 

主要な報告 

 

務）について説明する。 

≪質疑≫ なし。 

 

教育長 

 １ ９月及び１０月に出席した各種教育長会議等 

２ 平成２８年度当初教職員人事異動の方針 

ついて説明する。 

≪質疑≫ 

赤川委員 

 教職員人事異動の方針を作成した経緯を伺う。 

教育長 

 教職員の人事異動については、今まで県に準ずる形で行っ

ていたが、市が主体的に取り組むものであることから、市

独自の方針を作成したものである。 

赤川委員 

 再任用について県の方針では、本人が希望した学校で、退

職まで勤務できるのか、それとも、途中異動があるのか伺

う。また、再任用の勤務年数の在り方についても併せて伺

う。 

学校教育課長 

 県の方針では、原則、再任用後の勤務先は、同一市町村で

行うこととなっている。幸手市の方針は原則、退職される

学校で勤務していただくこととなるが、組み合わせの関係

もあり、他校で勤務となる場合もある。 

 次に、勤務年数については、原則、退職した学校で最長５

年間勤務していただくことが多いが、雇用は１年更新であ

ることから、校長の意見も取り入れながら異動をする場合

もある。 

赤川委員 

 人事異動に係る方針と、実際の人事の決定に、委員はどう

係わるのか。 

教育長 

 大枠の方針は、事務局で作成するが、人事については、教

育委員会の会議でお諮りいただくこととなる。 

 

学校教育課長 

 １ 幸手市教育委員会研究委嘱校の研究発表 

 ２ 「彩の国教育の日・教育週間」関連行事 
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 ３ １０月中旬から１１月中旬の主な予定行事 

 ４ 学校図書館協力員等の配置 

について資料により説明する。 

学校教育課副参事兼吉田幼稚園長 

 １ ９月の行事 

 ２ １０月の行事予定 

について資料により説明する。 

社会教育課長 

 １ １０月・１１月の行事日程 

 ２ 体育施設利用状況 

 について資料により説明する。 

公民館長兼勤労青少年ホーム館長 

 １ １０月の行事 

 ２ ９月の利用状況 

 について資料により説明する。 

社会教育課長 

 １ 図書館の報告事項（９月に開催した講座について）  

 ２ ９月の利用状況 

 ３ 今後の事業予定 

 ４ 学校関連行事 

 ５ 予約の多い図書(９月・上位５冊) 

 ６ ９月の購入図書リスト 

 ７ ９月９日からの大雨による被害状況等 

 について資料により説明する。 

≪報告事項全般に対する質疑≫ 

石井委員 

 ９月の大雨の際、公民館を避難所として開館する旨、市民

向けのアナウンスはあったのか。 

社会教育課長 

 一部地域では冠水がひどく、また夜間ということで危険な

ことから、消防本部の判断により全体への避難勧告は無か

ったが、問合せがあれば案内を行っていた。 

 当日は、閉館することなく営業を続けていたが、実際の利

用は、１０日の明け方からお手洗いを利用する市民が来館

する状況であった。 

深作委員 

 市からは早い段階で簡易トイレが配られたが、公民館が夜

間も開館していたのは知らなかったので、近所のスーパー
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のトイレを利用された市民もいた。 

 次に、幸手市民文化体育館のトレーニング室を使ったビギ

ナー講習キャンペーンのチラシが、大変すばらしい。人気

が上がって予約が取りづらくなることはないか。 

社会教育課長 

 常連の方からもご意見をいただいているところであるが、

スペースの都合もあり、トレーニングマシーンの増設は難

しいところである。できるだけ空いている時間に分散して

ご利用いただくようご案内するほか、一人の方が長時間、

独占利用することがないよう、トレーナーに調整をお願い

している。 

深作委員 

 先日、吉田地区の体育祭に参加してきた。その中で、地元

のスポーツ少年団に所属していた子供が現在、高校の野球

部で活躍しており、表彰される場面があった。地域で子供

達を大事にしており、大変すばらしいと感じた。 

尾島委員 

 ９月の大雨による冠水で一部の小学校は休校となったが、

中学校は、遅刻しても欠席扱いにはしないものの、休校に

はならなかった。膝上まで冠水する地域もある中、通学す

るのは危険だと思うが、そのあたりの対応はどうなってい

たのか。 

学校教育課長 

 昨年度は、台風により市内一斉休校が２回あった。しかし、

今回は各学校の判断にお任せしたところである。これによ

り、さかえ小学校、さくら小学校、吉田幼稚園が休校・休

園となったほか、長倉小学校は、中５丁目で冠水があった

ため、３分の１の児童が登校できなかったとの報告を受け

ている。全体としては、怪我の報告も無く、多くの児童・

生徒が休んだ状況である。 

中根委員 

 水害では、迅速な対策・対応をしていただき感謝している。 

次に、これから学校や社会教育団体の行事が多くなるが、

怪我等無く、充実した成果があげられるよう期待してい

る。 

赤川委員 

 神扇グラウンドの利用が、天候不順にも係わらず利用数が

伸びたのはなぜか。 
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日程第４ 

その他 

１ 次回定例会の 

日程について 

 

 

 

２ 次回定例会の 

協議事項について 

 

 

閉   会 

午後０時 08 分 

社会教育課長 

 昨年度より利用していただく機会が増えたためである。 

職務代理 

 災害対策は迅速な対応が必要なので、今後も引き続きよろ

しくお願いしたい。 

次に、公民館の利用状況だが、イベントを増やすなど工夫

して、利用者数が増えるよう引き続き取り組んでいただき

たい。 

最後に、行幸小学校の３年生が１０月に公民館の施設見学

を行うとの報告があったが、どういった内容か伺う。 

教育長 

 小学校３年生の学習で、社会科の副読本に基づき幸手市を

学ぶ一環として、身近な自然や産業、社会施設などを学ぶ

ため実施するものである。 

職務代理 

 １１月に開催される市内小・中学校音楽発表会で、子供達

にプロの演奏を聴いてもらう機会を作れないか。 

教育長 

 時間的に難しいが、主催者側には審査員の方に演奏をお願

いできないか、ご検討いただいているところである。 

 

教育長 

 各委員の意見を調整した結果、次のとおり決定する。 

第１１回教育委員会定例会 

日時 平成２７年１１月１０日（火） 

午前９時３０分～ 

場所 幸手中学校 会議室 

 

教育長 

 青少年団体の現状(現状報告と今後の展開)について協議

することとする。 

 

教育長 

閉会を宣す。 
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他 特 に 重 要 

と 認 め る 事 項 

 

な  し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し相違ないことを証するため、ここ

に署名する。 

 

 

               平成２７年１１月１０日 

 

 

 

       教  育  長   山 西   実 

 

 

       署 名 委 員   深 作 昭 美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


